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聖籠町告示第２７号  

聖籠町介護施設サービス利用料助成事業実施要綱を次のように定め

る。  

  平成２７年３月３１日  

聖籠町長 渡邊 廣吉   

   聖籠町介護施設サービス利用料助成事業実施要綱  

（趣旨）  

第１条 この告示は、高齢者向け介護施設の利用に伴う費用の一部を

町が助成し、入所者の経済的負担を軽減する聖籠町介護施設サービ

ス利用料助成事業（以下「事業」という。）の実施について必要な

事項を定めるものとする。  

（助成対象者）  

第２条 この事業による助成の対象者は、介護保険法（平成１９年法

律第１２３号。以下「法」という。）第１９条第１項の規定による

要介護認定を受け、次条に定める施設に入所している者であって、

かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。  

（１） 町が行う介護保険の被保険者である者  

（２） 市町村民税非課税世帯に属する者  

（対象施設）  

第３条 この事業は、次の各号に掲げる施設（以下「対象施設」とい

う。）のサービス利用料について助成するものとする。  

（１） 介護老人保健施設（法第８条第２５項に規定するものをい

う。）  

（２） 介護療養型医療施設（法第８条第２６項に規定するものを

いう。）  

（３） 認知症高齢者グループホーム（法第８条第１８項に規定す

る「認知症対応型共同生活介護」を提供する事業所をいう。）  

（４） 特定施設（法第８条第１１項に規定するものをいう。）  

（助成金の額）  

第４条 助成金の額は、対象施設への入所に伴い入所者が負担する費
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用の合計が月額１０万円を超えた場合におけるその超えた分の金額

とし、月額３万円を限度として助成する。ただし、法第５１条に規

定する高額介護サービス費の支給があったときは、入所者が負担す

る費用の合計額からその金額を除くものとする。  

（助成金の申請）  

第５条 助成金の支給を受けようとする者は、聖籠町介護施設サービ

ス利用料助成申請書（別記様式第１号）に介護保険自己負担上限額

認定証及び対象施設が発行した領収書を添えて町長に提出するもの

とする。ただし、助成の対象となる費用の領収書は、領収日の属す

る月の末日から起算して６月以内のものに限る。  

（助成金の決定等）  

第６条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請内容を審査し、

助成することが適当と認めたときは、申請があった月の翌月末に申

請者の指定する口座に助成額を振り込むものとする。  

（助成金の返還）  

第７条 町長は、虚偽その他不正の手段により助成金を受給したとき

は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。  

附 則  

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。  


